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国際学研究科・グローバル・イノベーション学専攻 
（国際学研究科自己点検・評価活動推進委員会承認） 

 

2020 年度に開設された専攻であるため、 

【現状説明】欄の評定は、すべて未選択となっています。 
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【基準１】理念・目的 

【点検・評価項目】 

大学の理念・目的、各研究科・専攻における目的等を実現していくため、大学として将来を見据えた中・長期

の計画その他の諸施策を設定しているか。理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

【評価の視点】 

（将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定） 

① 各専攻の中・長期計画その他の諸施策の計画は適切に実行されているか。実行責任体制及び検証プロセスを

明確にし、適切に機能しているか。また、理念・目的等の実現に繋がっているか。 

② 各研究科、専攻の目的の適切性を、定期的に検証しているか。 

③ 理念・目的の適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、その検

証プロセスを適切に機能させているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

本専攻は、イノベーションを通じて経済社会の発展に貢献しようとする起業家精神をもち、地球規模の全体最

適を目指すグローバリズム実現のための諸課題を「グローバル」な視点で的確に捉え、更にその課題解決・改善

のために既存のナレッジをこれまでと異なる視点や方法で新結合することにより、営利・非営利のあらゆる事業

体の活動において「イノベーション」を創出できる、卓越したリーダーシップを備えた次世代リーダーを養成す

ることを目的としている。学生は、経済・金融・産業など経済社会を構成する諸領域について、講義・演習科目

を通じて専門的かつ実践的な理論を習得するとともに、「イノベーション」のあり方を実践的に研究することを

通して、課題解決能力や価値創造能力を習得することを目指している。さらに「グローバル」な視野から自らが

積極的に社会へ発信するための英語力と論理的思考力に裏打ちされたコミュニケーション能力の向上を図るこ

とを目的としている。（資料 1-1・1-3） 

その実現のために、中長期計画の運用、検証は原則毎月１回開催される研究科長、専攻長を構成員とした専攻

長会議、研究科委員会において行うこととなる。今年度は専攻設置の初年度であり、その理念・目的を実行に移

すことに重きが置かれたこともあり、検証プロセスとしてはまだ十分に機能はしていない。なお、中長期計画で

は先行履修など学部と連携した取組みもあることから、必要に応じて学部とも連携を取りつつ計画を進める。（資

料 1-2） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

今年度は専攻設置の初年度であり、その理念・目的を実行に移すことに重きが置かれたこともあり、まだ評価

等を機能的に行うには至っていない。 

 

【問題点・課題】 

今年度は専攻設置の初年度であり、その理念・目的を実行に移すことに重きが置かれたこともあり、まだ評価

等を機能的に行うには至っていない。 
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【将来に向けた発展方策】 

グローバル・イノベーション学専攻が設置されたことに伴い、研究科、専攻の目的の整合性の検証を行う場と

して、年度末の研究科委員会を位置づけ、検証を行う。 

 

【根拠資料】 

・資料 1-1 東洋大学国際学研究科規程 

・資料 1-2 東洋大学大学院中長期計画書（大学院改革タスクフォース） 

・資料 1-3 大学院要覧 
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【基準４】教育課程・学習成果（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

（２） 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

【評価の視点】 

（課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、当該学位にふさわしい学習成果

を明示した学位授与方針の適切な設定及び公表、教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適正な関連性） 

① 教育目標とディプロマ・ポリシーは整合しているか。また、ディプロマ・ポリシーには、学生が修得するこ

とが求められる知識、技能、態度等、当該学位にふさわしい学習成果が明示されているか。 

② カリキュラム・ポリシーには、教育課程の体系性や教育内容、科目区分、授業形態等を明示し、学科のカリ

キュラムを編成するうえで重要かつ具体的な方針が示されているか。 

③ カリキュラム・ポリシーは、教育目標やディプロマ・ポリシーと整合しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

グローバル・イノベーション学専攻の教育目標とディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは整合

し、研究科規程及び大学要覧、ホームページに明示している（資料 4(1)-1・4(1)-2・4(1)-3）。本専攻は、イ

ノベーションを通じて経済社会の発展に貢献しようとする起業家精神をもち、営利・非営利のあらゆる事業体の

活動において「イノベーション」を創出できる、卓越したリーダーシップを備えた次世代リーダーを養成するこ

とを目指している。本専攻では、このようなニーズに応える形で教育目標を設置している。そのため、ディプロ

マ・ポリシーとしては具体的には、①グローバル社会の様々な領域のイノベーターとして活動するための高度な

実践的知識と哲学、対話・行動力を身に付ける、②グローバル企業における国際ビジネスの現場、国家間の交渉

や国際機関における活動、国際的ＮＧＯ・ＮＰＯの活動や市民社会の現状などについて、専門性の高い調査・分

析する能力を身に付ける ③実践を通じた知識の獲得と応用に加え、既存の先行研究を批判的に考察し、当該分

野における新たな知見と価値を創造する能力を身に付ける、④自身の研究成果に関して、首尾一貫した理論に基

づきつつ、独創的かつ有用な提案を示す能力を身に付けることを目指している。またカリキュラム・ポリシーと

しては、「講義・演習科目（コースワーク）」と「実践活動科目（インターンシップ／海外プロジェクトワーク）」・

「研究指導（リサーチワーク）」を体系的に組み合わせることで、知識と実践を重層的に構成した教育課程を編成

する。」とし、具体的な編成内容を記している。これにより、ディプロマ・ポリシーに示す、グローバル社会にお

けるイノベーターとして活動するための実践的知識、専門性の高い調査・分析力、研究成果についての独創的か

つ有用な提案力を涵養する。（資料 4(1)-１、資料 4(1)-2、資料４（１）-3）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

グローバルな視点で社会システムにイノベーションを起こす、という人材育成像を着実に実現するため、これ

に必要な「起業家精神や技術」、「創造性」などを涵養する科目群を置く共通基盤領域として「Global 

Entrepreneurship Domain」を設けている。この共通基盤領域をベースに、「Global Business Domain」と、

「Global Collaboration Domain」という２つの専門領域を設置している。 
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【問題点・課題】 

今年度は専攻設置の初年度であり、また学生数も少ないことから、具体的な問題点や課題の洗い出しには至っ

ていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

今年度は専攻設置の初年度であり、また学生数も少ないことから、今後の具体的な方策の洗い出しには至って

いない。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(1)-1 東洋大学国際学研究科規程 

・資料 4(1)-2 大学院要覧 

・資料 4(1)-3 ホームページ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/policy/ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/ginos/ginos-policy/ 
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【基準４】教育課程・学習成果（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的に

編成しているか。 

【評価の視点（１）】 

（適切に教育課程を編成するための措置） 

① 教育課程は、あらかじめ学生に提示してある研究科・専攻の研究指導計画を考慮して、コースワークとリサ

ーチワークを適切に組み合わせるほか、授業科目の順次性に配慮して、バランスよく各年次に体系的に配置

されているか。 

② 各授業科目の単位数及び時間数は、大学院設置基準及び学則に則り適切に設定されているか。 

③ カリキュラム・ポリシーに則り、専門分野の特性に応じた教育内容を提供し、学生に期待する学習成果の修

得に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

教育課程には、専攻の研究共通基盤となるドメイン（領域）としての「Global Entrepreneurship Domain」、

先進性の高い高度専門職業人材「ファイナンシャル（またはマーケティング）・データ・サイエンティスト」とし

ての実践的知識の修得を目指す「Global Business Domain」、世界の諸問題に対して多元的なアプローチから

解決に貢献するために基本となる教育をおこなう「Global Collaboration Domain」という 3 つの Domain（領

域）を設けて、授業科目を体系的に配置している。より具体的には、基盤領域である「Global Entrepreneurship 

Domain」において、研究活動の基礎となるリサーチスキル科目群としての統計調査・分析関連の講義科目、そ

して実践活動を行うプロジェクト科目群としてのプロジェクトスタディーズ科目をバランス良く配置したうえ

で、専門領域である「Global Business Domain」および「Global Collaboration Domain」において学生の

研究テーマに応じた専門性の強い講義科目と研究指導科目を配置しており、単位数及び時間数も適切に設置され

ている。資料 4(2)-1、資料 4(2)-2、資料 4(2)-3 記載にあたっての留意点（セルフチェックポイント） 
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【評価の視点（２）】 

（学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な実施） 

① 研究科・専攻の人材養成の目的に即した、社会的及び職業的自立を図るための、キャリア教育等必要な教育

及び支援を行っているか。 

② 教育目標に照らした諸資格の取得、その他必要な知識・技能を測る試験の受験に係る指導や支援環境が整っ

ているか。（諸資格養成課程がある場合のみ） 

③ 学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力の育成に向けて、研究科・専攻内の学生への指導体制

は適切であるか。また、学内の関係組織等の連携体制は明確に教職員で共有され、機能しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞  

Domain（領域）にかかわらず、すべての学生に「Global Entrepreneurship Domain」の「実践活動科目」

の修得を必須にすることで、講義・演習科目による専門知識の習得のみならず、実践活動を通じた実践知の獲得

とその応用能力、価値創造能力を修得させることとしている。起業家精神を涵養するための科目として「Project 

StudiesⅠ・Ⅱ」を選択必修として配置し、本専攻の学生全員に、本専攻の人材養成目的に掲げる共通の価値観

である起業家精神を涵養することとしている（資料 4(2)-1・4(2)-2）。資格取得は本専攻では目標としていな

いので該当しない。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

「Project StudiesⅠ・Ⅱ」では、院生に何らかの具体的な社会的・経済的活動を実践させる。すなわち、在

学中に起業をするものについてはそれに伴う実践活動を評価の対象とし、インターンシップによってビジネスや

社会的活動を実践するもの、社会貢献活動や地域貢献活動などを行うものなど、予め明示する所定の時間数や内

容の条件を満たした場合には単位付与の対象としている。（資料 4(2)-3） 

 

【問題点・課題】 

今年度は専攻設置の初年度であり、キャリア教育等必要な教育及び支援は開始間もないために、具体的な問題

点や課題の洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

研究指導体制・連携体制は構築しているが、具体の支援を開始し実践する中で改善すべき点が判明した場合、

必要に応じて改善を目指す。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(2)-1 東洋大学国際学研究科規程 

・資料 4(2)-2 大学院要覧 

・資料 4(2)-3 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 
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【基準４】教育課程・学習成果（その３） 

【点検・評価項目】 

（１） 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

【評価の視点】 

（授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための措置） 

① 研究指導計画を立案し、学生に予め明示したうえで、その計画に基づき、研究指導、学位論文作成指導を行

っているか。 

② 学生の学習を活性化し、教育の質的転換を実現するために、主体的かつ組織的に取り組んでいるか。 

③ カリキュラム・ポリシーに従い、各科目の学習到達目標に照らした教育方法が適切に用いられているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

研究指導に関しては、学生が選択した研究テーマを専門とする教員が責任をもって、少人数の学生を対象とし

た徹底した実践的研究指導を行う。春学期・秋学期ともに、全学生出席による学期中間発表会と期末発表会を行

う。全学生に研究計画及び進捗状況の報告を義務づけ、研究指導のマイルストーンとするとともに、学生自身の

学位論文執筆の進捗管理としても活用する。研究指導に関しては「Research Guidance for Global Innovation 

Studies」と言う授業科目として配置し、毎セメスタの履修と単位付与を行う。（資料 4(3)-1・4(3)-2・4(3)-

3） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

研究指導計画を履修要覧に提示し、専攻として組織的に取組みを行っている。従来のコースワーク型の修士論

文のみならず、産業界や提携する海外の大学院との協働による特定課題を対象としたプロジェクトワークの成果

物を特定課題研究論文として取り扱う等、従来型の狭い専門研究領域の枠や文理・産学・国境の枠組みを超えた、

横断的かつ実践的な研究指導を積極的に進めて行くこととしている。 

 

【問題点・課題】 

学生数がまだ少なく、また今年度は遠隔指導が中心となっていることから、問題点・課題についての洗い出し

には至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

学生数がまだ少なく、また今年度は遠隔指導が中心となっていることから、今後の具体的な方策の洗い出しに

は至っていない。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(3)-1 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料 4(3)-2 大学院要覧 

・資料 4(3)-3 中間発表会（インタビュー記録）【Global Innovation Graduate School】  
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【基準４】教育課程・学習成果（その４） 

【点検・評価項目】 

（１） 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

【評価の視点】 

（成績評価及び単位認定を適切に行うための措置） 

① 成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置を取っているか。 

② 学位に求める水準を満たす論文であるか否かを審査する基準（学位論文審査基準）を明らかにし、これをあ

らかじめ学生が知りうる状態にしているか。 

③ ディプロマ・ポリシーと修了要件が整合しており、ディプロマ・ポリシーに則って学位授与を行っているか。 

④ 学位授与にあたり、明確な責任体制のもと、明文化された手続きに従って、学位を授与しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

学位論文審査基準は履修要覧に明示している（資料 4(4)-(1)-1）。成績評価にあたっては、東洋大学成績評価

基準に従うことを各教員のシラバスに明記するとともに、その評価基準を細かに設定することとしている（資料

4(4)-(1)-1・4(4)-(1)-2）。 

ディプロマ・ポリシーに則って学位授与を行っている。国際学研究科規程等に責任体制と手続きを明文化し、

学位を授与している（資料 4(4)-(1)-1・資料 4(4)-(1)-3）。 

2019 年度に国際学研究科研究倫理審査規程を制定し、研究倫理審査委員会を設置し、全学の研究倫理規程に

抵触する可能性があるような調査を学生が実施する場合には、審査を義務づけた（資料 4(4)-(1)-4） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

初年度であることから、具体的な実施には至っていない。 

 

【問題点・課題】 

学生数がまだ少なく、初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

学生数がまだ少なく、初年度であることから、具体的な方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(4)-(1)-1 大学院要覧 

・資料 4(4)-(1)-2 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料 4(4)-(1)-3 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 4(4)-(1)-4 国際学研究科研究倫理審査規程 
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【点検・評価項目】 

（２） 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

【評価の視点】 

（各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定、学習成果を把握及び評価する

ための方法の開発） 

① 専攻として、各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測るための評価指標（評価方法）を開発・運用し、

教育内容・方法等の改善に努めているか。 

② 学生の自己評価や、研究科、専攻の教育効果や就職先の評価、修了時アンケートなどを実施し、かつ活用し

ているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

各セメスタで中間・期末と２回の院生研究発表会を行うこととしており、院生の学修意欲を活性化させるとと

もに、院生同士、教員と院生の研究交流や情報交換を進めていると同時に、研究の進捗状況が全教員に共有され

ることになっている。（資料 4(4)-(2)-1）また各種評価や修了時アンケートは、初年度であることから未実施で

ある。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

現状では、特筆すべきことはない。 

 

【問題点・課題】 

初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

初年度であることから、具体的な発展方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(4)-(2)-1 中間発表会（インタビュー記録）【Global Innovation Graduate School】 
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【点検・評価項目】 

（３） 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価＜学習成果の測定結果の適切な活用＞、点検・評価結果に基づ

く改善・向上） 

① カリキュラム（教育課程・教育方法）の適切性を検証するために、定期的に点検・評価を実施しているか。

また、具体的に何に基づき（資料、情報などの根拠）点検・評価、改善を行っているか。 

② 教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性を検証するにあたり、責任主体・

組織、権限・手続を明確にしているか。また、その検証プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

③ 授業内容・方法の工夫、改善に向けて、学内（高等教育推進センター）、学外の FD に係る研修会や機関など

の取り組みを活用し、組織的かつ積極的に取り組んでいるか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

初年度の春学期においては、定期的な点検・評価はまだ実施していない。秋学期以降に実施予定である。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

初年度の春学期においては、定期的な点検・評価はまだ実施していない。 

 

【問題点・課題】 

初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

初年度であることから、具体的な発展方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・なし 
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【基準５】学生の受け入れ（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

（２） 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入学者選抜

を公正に実施しているか。 

【評価の視点】 

（学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針の適切な設定及び公表） 

（学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定、入試委員会等、責任所在を明確

にした入学者選抜実施のための体制の適切な整備、公正な入学者選抜の実施、入学を希望する者への合理的な配

慮に基づく公正な入学者選抜の実施） 

① アドミッション・ポリシーには、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像、入学希望者に求める

水準等の判定方法を示しているか。 

② アドミッション・ポリシーに従って、入試方式や募集人員、選考方法を設定しているか。 

③ 受験生に、入試方式別に、募集人員、選考方法を明示しているか。 

④ 一般入試、推薦入試等、各入試方式の趣旨に適した学生募集や、試験科目や選考方法の設定をしているか。 

⑤ 学生募集、入学者選抜を適切に行うために必要な体制を整備しているか。また責任所在を明確にしているか。 

⑥ 入学者選抜を行ううえで、障がいのある受験生に対し、障がいのない学生と公正に判定するための機会を提

供しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

イノベーションを通じてグローバル社会に貢献しようとする起業家精神をもち、そのための実践的知識、英語

を駆使した専門的能力、およびリーダーシップの獲得を目指す者等、受け入れる学生の能力および資質について

明確に記載したアドミッション・ポリシーをホームページに公表している（資料 5(1)-1、資料 5(1)-４）。 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、面接、書類選考等を通じて、アドミ

ッション・ポリシーを示している。入試要項、専攻のウェブサイトに多様な入試の詳細を記しており、 

判定方法を具体的に示している。また、入試実施において、本部長を学長、実施日責任者を研究科長とした入試

実施本部体制を整備し入学試験を実施している。また、入試判定については、研究科委員会において審議・承認

を得ている（資料 5(1)-3）。 

入試問題は専攻長がチェックを行い、修正を作問者に求めている。 

大学院入学試験要項において、受験生に対して受験上の配慮について明記しており、障がい学生の受け入れ態

勢を整えている。また、障がい学生への支援については、基本方針（2017.4.1）並びにガイドライン（2018.4.1）

を制定（ホームページで公表）し、全学的に取り組んでいる。障がいの有無で不公平にならないように配慮をし

ている。 
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【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

必要な体制は構築済みである。 

 

【問題点・課題】 

初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

初年度であることから、具体的な発展方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・資料 5(1)-1 大学院要覧 

・資料 5(1)-2 大学院入学試験要項 

・資料 5(1)-3 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料 5(1)-４ 東洋大学ホームページ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/ginos/ginos-policy/ 
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【基準５】学生の受け入れ（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正に管理し

ているか。 

（２） 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・

向上に向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理） 

（学生の受け入れに関する適切な根拠＜資料、情報＞に基づく点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上） 

① 定員超過または未充足について、原因調査と改善方策の立案を行っているか。 

★研究科における収容定員に対する在籍学生数比率が、博士前期（修士）課程で 0.50～2.00、博士後期（博士）課程で 0.33～2.00 の範囲か。  

★部局化された大学院研究科（※）における、収容定員に対する在籍学生数比率が、0.90～1.25 の範囲となっているか。※学際・融合研究科。 

② 入試の結果を振り返り、アドミッション・ポリシーの適切性を検証し、必要に応じて改善（アドミッション・

ポリシーの見直し、入試方式の変更、定員管理への反映等）を行っているか。 

③ 学生募集および入学者選抜の適切性を定期的に検証する組織を常設して、定期的にその適切性と公平性につ

いての検証を行っているか。 

④ 学生の受け入れの適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、そ

の検証プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

本専攻の定員は 10 名であるが、現状では在籍学生は 3 名であり、さらなる学生の獲得が必要である。（資料

5(2)-1） 

各年度の終了時に、当該年度における学生の受け入れ方針や見込みと実績との差異などについて専攻会議にお

いて討議し、翌年度における改善施策を実施する。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

現状では、定員を充足しておらず改善が必要である。しかしながら、学部生 3 名が先行履修制度により大学院

科目を先行履修しており学部卒業後は正式に大学院入学の意志を表明している。したがって完成年度である

2021 年度修了見込み者は合計 6 名となる。引き続き外部からの入学者および学部からの内進者を確保すべく、

積極的な周知活動を行っていく。（資料 5(2)-2）  

 

【問題点・課題】 

入試結果の共有と今後の受入れ見込みに関して、入試に係る改善方策も含め、さらに組織的に取り組む必要が

ある。当専攻は英語トラックであるため、当面は都内に所在する複数の有力日本語学校に通学する外国人留学生

のうち英語力の高い外国人留学生に対し優先的かつ積極的に周知することにより早期の定員充足を目指す。ま

た、日本人学生の受け入れについては、英語力の観点から英語による学習環境に慣れ親しんでいる学部からの内

進者をより積極的に受け入れることを当面の目標とすることが現実的であると思料される。 
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【将来に向けた発展方策】 

質の高い留学生の受け入れについて、具体的な方策を検討する。 

 

【根拠資料】 

・資料 5(2)-1 東洋大学大学院学則 

・資料 5(2)-2 学生名簿_修士・博士前期（学内基本統計調査_2020.5.1 現在） 

・資料 5(2)-3 国際学部および国際地域学部国際地域学科 4 年生対象_大学院科目履修制（2020 年度春学期

用） 
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【基準６】教員・教員組織（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各研究科の教員組織の編制に関する方針を明示

しているか。 

（２） 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員組織を編制している

か。 

【評価の視点】 

（大学として求める教員像の設定：各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等） 

（各研究科等の教員組織の編制に関する方針：各教員の役割、連携のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化

等の適切な明示） 

（大学全体及び研究科・専攻ごとの専任教員数、適切な教員組織編制のための措置） 

① 研究科・専攻の目的を実現するために、教員組織の編制方針を明確にしているか。 

② 研究科、専攻の個性、特色を発揮するために、契約制外国人教員、任期制教員、非常勤講師などに関する方

針を明確にしているか。 

③ 各教員の役割、教員間の連携のあり方、教育研究に係る責任所在について、規程や方針等で明確にされてい

るか。 

④ 大学院設置基準に定められている研究指導教員および研究指導補助教員数を充足しているか。 

⑤ 大学院設置基準に定められている研究指導教員数の 2/3 は教授となっているか（現教員数の 2/3 ではありません）。 

⑥ 研究科・専攻として、～29、30～39、40～49、50～59、60 歳以上の各年代の比率が、著しく偏って

いないか。 

⑦ 教員組織の編制方針に則って教員組織が編制されているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

本専攻における教育研究の 3 本柱である「Global Entrepreneurship Domain」、「Global Business 

Domain」、「Global Collaboration Domain」には、必要な専任教員を適切に配置している。大学院設置基準に

定められている研究指導教員および研究指導補助教員数を充足おり、研究指導教員数の 2/3 は教授となってい

る。 

経済学分野 1 名、金融ファイナンス分野 1 名、会計学分野 1 名、経営学分野 2 名、政策・メディア分野 2

名、教育社会学分野 1 名、工学分野 1 名の計 9 名から編成されている。また兼担及び兼任教員として、経営学

分野 4 名、ソフトウェア分野 1 名、国際関係論分野 1 名、工学分野 1 名の計 7 名を配置し、総合計 16 名によ

り、本専攻が対象とする研究分野と整合した教員組織を編成している。 

なお、専任教員の学位取得状況は、博士学位または Ph.D.を取得している者が 7 名（政策研究 2 名、政策・メ

ディア 1 名、Ph.D3 名、工学 1 名）、修士学位を取得している者が 2 名（商学、会計）である。また、専任教

員の年齢構成（開設時）は、30 歳代 1 名、40 歳代 3 名、50 歳代 3 名、60 歳代 2 名ており、また、外国人

教員が 2 名となっている。 

専任教員は学部との兼務であり学部の採用計画に即しているが、学部の専任教員の定年に伴う新規採用時にお

いては、大学院における教員資格を有する者を採用することにより大学院における教員の充実を図ることとして

いる。 
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専攻内における教員間の連携に関しては、専攻長と院生の主指導教員、副指導教員が学期ごとに院生に対し、

研究活動の進捗、研究環境などについてインタビューを行い、院生の状況を把握するよう努めている。（資料6(1)-

1～６） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

非常勤講師等の外部資源の活用を積極的に活用することで、適切な講義科目を設定し運営している。 

 

【問題点・課題】 

初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

初年度であることから、具体的な方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・資料 6(1)-1 大学院国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻設置届出書（本学 HP 掲載用） 

・資料 6(1)-2 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 6(1)-3 東洋大学大学院教員資格審査規程 

・資料 6(1)-4 東洋大学大学院国際学研究科教員組織の編制方針 

・資料 6(1)-5 国際学研究科グローバル・イノベーション学専攻の教員紹介 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/ginos/ginos-professor/ 

・資料 6(1)-6 中間発表会（インタビュー記録）【Global Innovation Graduate School】 
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【基準６】教員・教員組織（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の資質向上及び教

員組織の改善・向上に繋げているか。 

（２） 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に

向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施、教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評

価とその結果の活用） 

（適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上） 

① 学部と連携を図り、教員活動評価等、教員の教育・研究・社会貢献活動の検証結果を有効に活用し、教員組

織の活性化に繋げているか。 

② 教員組織の適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、その検証

プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

現状としては、専攻独自の FD 活動の実施に至っていない。専攻内の教員の科目担当、委員会業務の内容を毎

年度、研究科長、専攻長が検討を行い、研究科委員会等で議論した上で、必要に応じて次年度の担当に反映させ

ていくこととなる。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

特筆すべきことはない。 

 

【問題点・課題】 

初年度であることから、問題点・課題についての洗い出しには至っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

初年度であることから、将来に向けた方策の洗い出しには至っていない。 

 

【根拠資料】 

・なし 
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その他 

【点検・評価項目】 

（１） 大学が推進している 3 つの柱を基盤とした教育・研究活動を行っているか。 

【評価の視点】 

（「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」に基づく、研究科・専攻独自の取り組みを行っているか） 

① 哲学教育・国際教育・キャリア教育について、専攻の教育内容に合わせた取り組みを行っているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： 評定を選択してください＞ 

講義は、母体となる国際学部グローバル・イノベーション学科と同様に、すべて英語で行うこととしている。

また、Domain（領域）にかかわらず、すべての学生に「Global Entrepreneurship Domain」の「実践活動科

目」の修得を必須にすることで、講義・演習科目による専門知識の習得のみならず、実践活動を通じた実践知の

獲得とその応用能力、価値創造能力を修得させることとしている。（資料その他-1・その他-2） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

「Project StudiesⅠ・Ⅱ」では、院生に何らかの具体的な社会的・経済的活動を実践させることで、キャリ

ア教育の一環としている。すなわち、在学中に起業をするものについてはそれに伴う実践活動を評価の対象とし、

インターンシップによってビジネスや社会的活動を実践するもの、社会貢献活動や地域貢献活動などを行うもの

など、予め明示する所定の時間数や内容の条件を満たした場合には単位付与の対象としている。（資料その他-1・

その他-2） 

 

【問題点・課題】 

新型コロナウィルスの影響により、学生の国内外への派遣および留学生の獲得が不透明な状況にある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

新型コロナウィルスの影響により、学生の国内外への派遣および留学生の獲得が不透明な状況にあるが、これ

らを積極的に推進していくための具体的方策を引き続き検討する。 

 

【根拠資料】 

・資料その他-1 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料その他-2 大学院要覧教育課程表 国際学研究科国際地域学専攻教育課程表（オンライン） 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/ginos/ginos-curriculum/ 
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2020 年度自己点検・評価フォーム 

（大学院研究科用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際学研究科・国際地域学専攻 
（国際学研究科自己点検・評価活動推進委員会承認） 

 

 



【基準１】理念・目的 

【点検・評価項目】 

大学の理念・目的、各研究科・専攻における目的等を実現していくため、大学として将来を見据えた中・長期

の計画その他の諸施策を設定しているか。理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

【評価の視点】 

（将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定） 

① 各専攻の中・長期計画その他の諸施策の計画は適切に実行されているか。実行責任体制及び検証プロセスを

明確にし、適切に機能しているか。また、理念・目的等の実現に繋がっているか。 

② 各研究科、専攻の目的の適切性を、定期的に検証しているか。 

③ 理念・目的の適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、その検

証プロセスを適切に機能させているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

本研究科・専攻は、グローバル化に伴い様々な課題が生じている現代社会の現状を踏まえ、国際的な視野のも

とで、自律的・持続的な発展に貢献する専門能力を有する実務家・専門家を養成することを目的とし、学生が国

内外の地域の課題の理解と解決のための調査・分析能力と当該分野での新たな知見を生む能力を身につけること

を目指している（資料 1-1）。 

その実現のために、中長期計画の運用、検証は原則毎月１回開催される研究科長、専攻長を構成員とした専攻

長会議、研究科委員会、専攻会議において適切に行っている。なお、中長期計画では先行履修など学部と連携し

た取組みもあることから、必要に応じて学部とも連携を取りつつ計画を進めた。さらに中期計画では、「多様な学

生の受け入れ～JICA 長期研修生、内部推薦学生、多国籍化のさらなる推進」を掲げており、JDS 留学生の受け

入れ開始(カンボジア、ケニア)、JICA 水道コース、廃棄物 course の開設（2020 年より受け入れ開始）およ

び JICA への JDS 受け入れ要望調査への積極的応募を行っており、順調に計画を実行している（資料 1-2・1-

3）。 

教育研究上の目的は、研究科規程に適切に定めており、「大学院要覧」及びホームページにて公表している（資

料 1-4・1-5）。2018年度の研究科・専攻の改組に伴って目的の見直しを実施した。研究科にグローバル・イ

ノベーション学専攻が 2020 年度に設置され、二専攻体制となったが、その設置にあたる様々な検討を通じて、

あらためて研究科の目的の適切性を検証した。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

2020 年度に国際学研究科にグローバル・イノベーション学専攻が設置された。その設置にあたっての検討を

通じて、あらためて研究科の目的、専攻の目的の適切性を専攻会議、研究科委員会の場などで検証を行った。な

お、研究科委員会にはグローバル・イノベーションの専攻長予定者がオブザーバーとして出席し、検証プロセス

に参画してもらうようにした（資料 1-3）。 

 

【問題点・課題】 

先行履修の枠組みはあるものの、まだその活用が十分とはいえない。学部生および内部進学者への積極的周知

が課題である（資料 1-5・1-6）。 
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【将来に向けた発展方策】 

グローバル・イノベーション学専攻が設置されたことに伴い、研究科、専攻の目的の整合性の検証を行う場と

して、毎年度末の研究科委員会を位置づけ、検証を行う。 

 

【根拠資料】 

・資料 1-1 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 1-2 東洋大学大学院中長期計画書 

・資料 1-3 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料 1-4 大学院要覧 

・資料 1-5 大学院ホームページ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-policy/ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-curriculum/ 

・資料 1-6 学部生等による大学院科目等履修制度 

・資料 1-7 東洋大学大学院学則 
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【基準４】教育課程・学習成果（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

（２） 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

【評価の視点】 

（課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、当該学位にふさわしい学習成果

を明示した学位授与方針の適切な設定及び公表、教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適正な関連性） 

① 教育目標とディプロマ・ポリシーは整合しているか。また、ディプロマ・ポリシーには、学生が修得するこ

とが求められる知識、技能、態度等、当該学位にふさわしい学習成果が明示されているか。 

② カリキュラム・ポリシーには、教育課程の体系性や教育内容、科目区分、授業形態等を明示し、学科のカリ

キュラムを編成するうえで重要かつ具体的な方針が示されているか。 

③ カリキュラム・ポリシーは、教育目標やディプロマ・ポリシーと整合しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

国際地域学専攻の教育目標とディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは整合し、研究科規程及び

大学要覧、ホームページに明示している（資料 4(1)-1・4(1)-2・4(1)-3）。21 世紀に入り、グローバル化の

もとでの開発、貿易、環境などの諸問題に対応できる高度な専門知識を持った人材が渇望される中、国際機関、

国際開発ビジネス、国内関係分野において有用な役割を果たす人材の育成を目指している。専攻ではこのような

ニーズに応える形で教育目標を設置している。そのため、ディプロマ・ポリシーとしては具体的には、①国内外

の「地域づくり」に不可欠な専門知識の習得、②当該分野の課題解決のための調査・分析能力、③先行研究の成

果に基づき、新たな知見を生みだそうとする姿勢、④自身の研究成果に関して、論理に基づき、研究の独創性を

理論的あるいは実践として示す能力を身につけることを目指している。またカリキュラム・ポリシーとしては、

「ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチワーク）」を適切

に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。」とし、具体的な編成内容を記している（資料 4(1)-1）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

国際地域学専攻のカリキュラム・ポリシーには、調査・分析能力の習得を目標とした「リサーチスキル科目」、

「地域づくり」に必要な知識を習得するための「国際学分野科目」、地域計画、環境問題などに関連する「地域開

発分野科目」の 3 つの科目群を配置し、授業科目（コースワーク）と研究指導（リサーチワーク）の適切な組み

合わせが示されている。それが体系性、教育内容、科目区分、授業形態を示してもいる。 

以上のように、カリキュラム・ポリシーは国際的視野をもち国内外の地域づくりに関する深い専門知識と問題

分析能力の習得、新たな知見の創出能力を生み出すようになっており、教育目標やディプロマ・ポリシーと整合

している（資料 4(1)-1・4(1)-2）。 
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【問題点・課題】 

リサーチスキル科目のうち、調査手法演習に関しては、より具体的にどのような調査手法に関しての科目であ

るかが名称からは判断しにくいものであったため、内容の確認とそれに合わせた科目名変更を行った JICA ボラ

ンティア入試で入学した学生の場合、リサーチスキル科目を未履修の段階で現地派遣となることが多いことで、

研究に関する基礎の習得が遅くなるという問題点がある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

リサーチスキル科目、また授業科目の構成も、カリキュラム・ポリシーに照らして適合しているかを専攻会議、

専攻独自の FD 会議等を通じて随時検討を実施する。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(1)-1 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 4(1)-2 大学院要覧 

・資料 4(1)-3 東洋大学ホームページ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-policy/ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-curriculum/ 
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【基準４】教育課程・学習成果（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的に

編成しているか。 

【評価の視点（１）】 

（適切に教育課程を編成するための措置） 

① 教育課程は、あらかじめ学生に提示してある研究科・専攻の研究指導計画を考慮して、コースワークとリサ

ーチワークを適切に組み合わせるほか、授業科目の順次性に配慮して、バランスよく各年次に体系的に配置

されているか。 

② 各授業科目の単位数及び時間数は、大学院設置基準及び学則に則り適切に設定されているか。 

③ カリキュラム・ポリシーに則り、専門分野の特性に応じた教育内容を提供し、学生に期待する学習成果の修

得に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

授業科目は体系的に配置され、単位数及び時間数も適切に設置されている。教育目標及びディプロマ・ポリシ

ーの達成のために、授業科目はリサーチスキル科目（初年次履修を推奨）の履修をもって研究能力の基礎向上を

促し、その上で専門科目として国際学分野科目、地域開発分野科目を配置している。なおリサーチスキル科目の

うち、調査手法演習に関しては、より具体的にどのような調査手法に関しての科目であるかが名称からは判断し

にくいものであったため、内容の確認とそれに合わせた科目名変更を行った。 

加えて、通常の研究指導では、学術論文、実務的な文献講読とフィールド調査を組み合わせることで、地域の

課題に対する理解を深められるよう、現場主義を重視した理論と実践のバランスがとれた指導を行っている。加

えて、通常の研究指導とは別に、国際地域学特殊研究という枠組みを設け、毎学期２度実施される研究発表会を

通じて研究の進捗状況を明示的に把握できるようにしている（資料 4(2)-1）。 
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【評価の視点（２）】 

（学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な実施） 

① 研究科・専攻の人材養成の目的に即した、社会的及び職業的自立を図るための、キャリア教育等必要な教育

及び支援を行っているか。 

② 教育目標に照らした諸資格の取得、その他必要な知識・技能を測る試験の受験に係る指導や支援環境が整っ

ているか。（諸資格養成課程がある場合のみ） 

③ 学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力の育成に向けて、研究科・専攻内の学生への指導体制

は適切であるか。また、学内の関係組織等の連携体制は明確に教職員で共有され、機能しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： B：目標の達成が不十分＞ 

学生の社会的及び職業的自立をはかるための、研究指導体制及び連携体制は順調に機能している。研究指導で

は、フィールドでの研修と、実務的な文献と学術論文の講読とをあわせることで地域の課題に対する理解を深め

られるよう、現場主義を重視した理論と実践のバランスがとれた指導を行っている。資格取得は本専攻では目標

としていないので該当しない（資料 4(2)-2・4(2)-3）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

学生の社会的及び職業的自立にもつながるという観点から、学生のフィールドでの研修計画（課外活動）を積

極的に奨励し、その課外活動は研究科委員会で共有されていると同時に、年 4 回実施されている院生発表会にお

いて各学生の研究の進捗状況が専攻内で共有されている。 

また、社会人学生も積極的に受け入れ、実務の経験を生かした研究の推進にも力を入れている。現在社会人の

履修者は 15名である（資料 4(2)-4）。 

教育課程表の「国際地域応用学特論・演習」においては、JICA 海外協力隊で海外派遣された学生が単位を取

得できるように制度設計がなされている。現時点ですでに学生が JICA 海外協力隊として海外各地に派遣され、

実績をあげている。JICA の国際的な活動を通じてキャリア形成が進むと考えている。なお、現在同枠組みで履

修している学生は 5名である（資料 4(2)-2・資料 4(2)-3・資料 4(2)-5）。 

 

【問題点・課題】 

正課外教育は現状では実施されておらず、全学でのキャリア教育に参加することを薦めるに留まっている。 

 

【将来に向けた発展方策】 

大学キャリアセンター主催の大学院生向けキャリアフォーラムの案内などを学生向けに積極的に実施する。 

研究指導体制・連携体制は機能しているが。実践する中で改善点が判明した場合、必要に応じて改善を目指す。 
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【根拠資料】 

・資料 4(2)-1 【国際学研究科】FD・SD 活動報告書 

・資料 4(2)-2 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料 4(2)-3 大学院要覧 

・資料 4(2)-4 2020 年度学内統計調査 

・資料 4(2)-5 JICA ボランティア海外派遣実績 
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【基準４】教育課程・学習成果（その３） 

【点検・評価項目】 

（１） 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

【評価の視点】 

（授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための措置） 

① 研究指導計画を立案し、学生に予め明示したうえで、その計画に基づき、研究指導、学位論文作成指導を行

っているか。 

② 学生の学習を活性化し、教育の質的転換を実現するために、主体的かつ組織的に取り組んでいるか。 

③ カリキュラム・ポリシーに従い、各科目の学習到達目標に照らした教育方法が適切に用いられているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

研究指導概要を履修要覧に提示し、専攻として組織的に取組みを行っている。国際地域学特殊研究の枠組みの

もとで、研究指導概要に基づいて研究が進められているか、各セメスタで中間・期末と２回の院生研究発表会を

実施し、研究の進捗状況を評価する制度を導入している。同科目では中間発表の際の指摘事項が改善されている

かを評価している。院生発表会は、院生の学修・研究意欲を活性化させるとともに、院生同士、教員と院生の研

究交流や情報交換の場ともなっている。さらに、学外で論文発表・口頭発表する学生には、発表する学会が妥当

かどうか研究科委員会で審議した上で、金銭的な補助を行い、研究発表を奨励している（資料 4(3)-2・4(3)-

3・4(3)-4）。 

授業科目（コースワーク）には、地域の課題の理解と解決のための基本的な調査遂行・分析能力を習得するた

めの「リサーチスキル科目」と国際的な視野を育むための「国際学分野科目」そして地域づくりのための深い専

門知識を習得する「地域開発分野科目」を配置している（資料 4(3)-2）。研究指導はこれと並行して、フィール

ド調査と論文の購読を合わせ、現場主義を重視した理論と実践とのバランスをとるよう工夫している（資料4(3)-

1）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

各学生の研究指導概要に基づき、研究指導、学位論文作成指導を行っている。研究指導概要に基づいて各学生

は研究を進め、研究の進捗を年 4 回の院生発表会で報告し、その都度フィードバックを受ける。特に博士前期課

程においては、院生発表会での報告をもとに研究進捗状況を評価する科目である特殊研究が配置されているの

で、その科目の履修を通じて自身の研究進捗状況を確認することができる。研究指導の内容や特殊研究の位置づ

けに関してはシラバスにも明記している（資料 4(3)-1・4(3)-2）。 
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【問題点・課題】 

学生数や言語バランスを考慮して、2019年度は院生発表会の方式として、中間発表会では研究領域が近い学

生による分科会方式、期末発表会では領域関係なく言語別（日本語セッション、英語セッション）で実施した。

また、2020 年度春学期は、コロナウィルスの影響で対面での発表が困難であったため、オンライン会議システ

ムを利用して実施した。中間発表会に関しては、主指導、副指導に対する発表とし、従来よりも 1名あたりの時

間を長くとることで掘り下げた議論が可能となった（資料 4(3)-4）。いずれの方式もメリット、デメリットがあ

り、その都度検討の必要がある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

研究指導計画に基づいた指導を継続するとともに、院生発表会のより有効な活用のための実施方法などを検討

していく。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(3)-1 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料 4(3)-2 大学院要覧 

・資料 4(3)-3 奨学金案内 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/students/gs-index1/ 

・資料 4(3)-4 国際地域学専攻会議資料・議事録 
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【基準４】教育課程・学習成果（その４） 

【点検・評価項目】 

（１） 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

【評価の視点】 

（成績評価及び単位認定を適切に行うための措置） 

① 成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置を取っているか。 

② 学位に求める水準を満たす論文であるか否かを審査する基準（学位論文審査基準）を明らかにし、これをあ

らかじめ学生が知りうる状態にしているか。 

③ ディプロマ・ポリシーと修了要件が整合しており、ディプロマ・ポリシーに則って学位授与を行っているか。 

④ 学位授与にあたり、明確な責任体制のもと、明文化された手続きに従って、学位を授与しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

学位論文審査基準は履修要覧に明示している（資料 4(4)-(1)-2）。 

成績評価にあたっては、東洋大学成績評価基準に従うことを各教員のシラバスに明記するとともに、その評価

基準を細かに設定することとしている（資料 4(4)-(1)-1・4(4)-(1)-2）。専攻会議、またシラバスの一斉点検

の際にその評価基準の確認を行っている。 

ディプロマ・ポリシーに則って学位授与を行っている。国際学研究科規程等に責任体制と手続きを明文化し、

学位を授与している（資料 4(4)-(1)-4）。 

2019 年度に国際学研究科研究倫理審査規程を制定し、研究倫理審査委員会を設置し、全学の研究倫理規程に

抵触する可能性があるような調査を学生が実施する場合には、審査を義務づけた（資料 4(4)-(1)-6）。2019 年

度に学習成果測定指標を作成し、それに沿って学習成果をはかっている（資料 4(4)-(1)-7）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

提出された博士論文・修士論文は、全学的なコピー検知ソフト導入に伴い、同ソフトによるチェックを必須と

している。特定課題研究論文が実践的な研究内容を想定していることから、論文審査基準を別途定めた（資料

4(4)-(1)-3）。 

同時に、課題研究論文制度は実務経験の豊富な社会人学生を念頭においていた制度だが、これまで利用実績が

なかったことから制度の見直し行い、2020年度からは廃止した（資料 4(4)-(1)-5）。 

 

【問題点・課題】 

GPA の分布検証はまだ実施していない。 
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【将来に向けた発展方策】 

社会人学生を念頭においた制度が必要かどうかは今後検討していくと同時に、その他ディプロマ・ポリシー、

成績評価に関して改善の必要があるかどうかは引き続き専攻会議、研究科委員会などで検証していく。 

学習成果測定指標は、修了年度ごとの変化を見ながら、専攻会議等でコースワーク履修状況の把握、研究指導状況

の妥当性を確認する。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(4)-(1)-1 東洋大学成績評価基準 

・資料 4(4)-(1)-2 大学院要覧 

・資料 4(4)-(1)-3 シラバス https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/ 

・資料 4(4)-(1)-4 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 4(4)-(1)-5 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料 4(4)-(1)-6 国際学研究科研究倫理委員会規程 

・資料 4(4)-(1)-7 大学院学修成果測定指標検討用シート. 
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【点検・評価項目】 

（２） 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

【評価の視点】 

（各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定、学習成果を把握及び評価する

ための方法の開発） 

① 専攻として、各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測るための評価指標（評価方法）を開発・運用し、

教育内容・方法等の改善に努めているか。 

② 学生の自己評価や、研究科、専攻の教育効果や就職先の評価、修了時アンケートなどを実施し、かつ活用し

ているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

各セメスタで中間・期末と２回の院生研究発表会を行っており、院生の学修意欲を活性化させるとともに、院

生同士、教員と院生の研究交流や情報交換を進めていると同時に、研究の進捗状況が全教員に共有されることに

なっている。各学生の要旨は ToyoNet-ACE にアップロードされ、いつでも確認ができるようになっている（資

料 4(4)-(2)-1・4(4)-(2)-2）。国際地域学特殊研究の枠組みを整えたことで、研究の進捗状況を評価している。 

また、修了時アンケートを実施し、教育効果に関しては検証を行っている。 

定量的評価方法の採用は、高度な研究・教育体制においては慎重に取り組むべきと考える。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

学生に対して、院生発表会で得たコメント等をその後の研究に反映させる必要を強調するとともに、院生相互

の切磋琢磨を促す環境を提供する。 

修了時アンケートを見ると、教育課程等、指導体制に対しておおむね高い評価を得ている（資料 4(4)-(2)-3）。 

 

【問題点・課題】 

専攻の修了生の就職先での評価を得るような制度はまだ整っていない。 

 

【将来に向けた発展方策】 

専攻会議や執行部会議などで毎年の教育課程表の見直し時期に議論して改善すべき点は行っていく。また、留

学生を含む修了生と現役生のネットワークの構築を検討する。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(4)-(2)-1 大学院要覧 

・資料 4(4)-(2)-2 ToyoNet-ACE アンケート 

・資料 4(4)-(2)-3 【国際学研究科】FD・SD 活動報告書 
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【点検・評価項目】 

（３） 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価＜学習成果の測定結果の適切な活用＞、点検・評価結果に基づ

く改善・向上） 

① カリキュラム（教育課程・教育方法）の適切性を検証するために、定期的に点検・評価を実施しているか。

また、具体的に何に基づき（資料、情報などの根拠）点検・評価、改善を行っているか。 

② 教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性を検証するにあたり、責任主体・

組織、権限・手続を明確にしているか。また、その検証プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

③ 授業内容・方法の工夫、改善に向けて、学内（高等教育推進センター）、学外の FD に係る研修会や機関など

の取り組みを活用し、組織的かつ積極的に取り組んでいるか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

国際地域学研究科の教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラムの見直し（たとえばリサーチスキル科目

の導入）を行った。院生発表会等を通じ、評価し、改善点を見いだし、研究科長、専攻長、教務担当教員とで不

定期に議論している。また、カリキュラム検討を FD 活動として実施した（資料 4(4)-(3)-3）。 

英語における授業改善講習会をはじめ、FD の講習会、講演会の案内を専攻教員に共有し、積極的な参加を促

している。英語トラックの学生が多いことから英語での授業改善に力を入れている。また、年度末に実施する修

了生アンケートの結果を共有し、専攻会議、研究科委員会で問題点の洗い出しを行っている（資料 4(4)-(3)-3）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

2019 年度は、通常の専攻会議での検討に加え、初めて専攻独自の FD 活動として、カリキュラム検討委員会

を 10 月に実施し、新カリキュラムで新たに設置されたリサーチスキル科目や研究指導科目の位置づけなどに関

して検討、議論を行った（資料 4(4)-(3)-3）。 

今後は、JICA 開発大学院連携プログラムを通じた留学生の受入拡大も見込まれるからそれに必要な新規科目

の立ち上げも行った（資料 4(4)-(3)-1）。 

 

【問題点・課題】 

英語トラック学生と日本語学生が混在する専攻であり、そのバランスは年度ごとに変化するため、開講科目の

バランスの検証が随時必要である（資料 4(4)-(3)-2）。 

教育課程、内容、方法等に関する外部評価はまだ実施していない。 
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【将来に向けた発展方策】 

グローバル・イノベーション学専攻が新しく設置されたことに伴い、より有機的な連関が生まれるように随時

カリキュラムの問題点等を点検していく。 

JICA 開発大学院連携プログラムの留学生受け入れにあたって、新規・既存科目の改変も念頭に、JICA 

Development Studies Program（JICA-DSP）科目を拡充する（資料 4(4)-(3)-2）。 

教育者の自主性を妨げないことを前提に、FD 講習会への参加を促していくと同時に、専攻独自の FD 活動も

継続する。 

新専攻の完成に合わせて外部評価を実施する。 

 

【根拠資料】 

・資料 4(4)-(3)-1 大学院要覧 

・資料 4(4)-(3)-2 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料 4(4)-(3)-3 【国際学研究科】FD・SD 活動報告書 
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【基準５】学生の受け入れ（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

（２） 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入学者選抜

を公正に実施しているか。 

【評価の視点】 

（学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針の適切な設定及び公表） 

（学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定、入試委員会等、責任所在を明確

にした入学者選抜実施のための体制の適切な整備、公正な入学者選抜の実施、入学を希望する者への合理的な配

慮に基づく公正な入学者選抜の実施） 

① アドミッション・ポリシーには、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像、入学希望者に求める

水準等の判定方法を示しているか。 

② アドミッション・ポリシーに従って、入試方式や募集人員、選考方法を設定しているか。 

③ 受験生に、入試方式別に、募集人員、選考方法を明示しているか。 

④ 一般入試、推薦入試等、各入試方式の趣旨に適した学生募集や、試験科目や選考方法の設定をしているか。 

⑤ 学生募集、入学者選抜を適切に行うために必要な体制を整備しているか。また責任所在を明確にしているか。 

⑥ 入学者選抜を行ううえで、障がいのある受験生に対し、障がいのない学生と公正に判定するための機会を提

供しているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

アドミッション・ポリシーはホームページにて明確に公表している（資料 5(1)-1・5(1)-2）。 

入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類選考等を通じ

て、アドミッション・ポリシーを示している。入試要項、専攻のウェブサイトに多様な入試の詳細を記している。 

入試方式は一般入試、社会人入試、JICA ボランティア入試、外国人留学生入試と多岐にわたり、様々なバッ

クグラウンドをもつ意欲のある学生に門戸を開いていることを明記している（資料 5(1)-3）。 

博士前期・後期ともに判定方法を具体的に示している。 

入試実施において、本部長を学長、実施日責任者を研究科長とした入試実施本部体制を整備し入学試験を実施

している。また、入試判定については、研究科委員会において審議・承認を得ている（資料 5(1)-4）。 

入試体制を専攻会議で議論し、入試問題は専攻長がチェックを行い、修正を作問者に求めている。 

大学院入学試験要項において、受験生に対して受験上の配慮について明記しており、障がい学生の受け入れ態

勢を整えている。また、障がい学生への支援については、基本方針（2017.4.1）並びにガイドライン（2018.4.1）

を制定（ホームページで公表）し、全学的に取り組んでいる。障がいの有無で不公平にならないように配慮をし

ている。 
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【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

博士前期課程に関しては、①国内外の地域の現状と課題に対する知識を有すること、②地域の現状と課題を理

解し分析できる能力を有すること、③国内外の地域課題の理解と解決、及びそれにかかわる調査研究に積極的に

取り組む意欲のある者、博士後期課程に関しては、それぞれの項目にさらに高度の能力を有することを明記して

いる。また、筆記試験、面接、書類選考等を通じてこれらの点から判定を行うとしている（資料 5(1)-3）。 

留学生については多国籍化が進み、学生数も多い（資料５(1)-5）。 

南アフリカからの留学生で車いすでの移動が必要な学生がいたが、学習に支障がないように配慮した。 

JICA の様々な留学生プログラムに対しても、入試対応を行っている。 

 

【問題点・課題】 

毎回の入試結果について、専攻会議で結果の議論を行っているものの、それ以外の定期的な検証は行っていな

い。大きく分けて、学部学生からの進級、外部からの留学生（私費留学及び JICA 関係留学生）、外部からの社会

人学生に分けられる。 

 

【将来に向けた発展方策】 

入試において外部英語試験の導入を将来的には検討する。また、多様な学生の受け入れが可能となるように、

必要に応じて入試内容等を検討し、改善する。 

 

【根拠資料】 

・資料 5(1)-1 東洋大学大学院国際学研究科規程 

・資料 5(1)-2 東洋大学ホームページ 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-policy/ 

・資料 5(1)-3 大学院入学試験要項 

・資料 5(1)-4 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料５(1)-5 学内統計調査 
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【基準５】学生の受け入れ（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正に管理し

ているか。 

（２） 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・

向上に向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理） 

（学生の受け入れに関する適切な根拠＜資料、情報＞に基づく点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上） 

① 定員超過または未充足について、原因調査と改善方策の立案を行っているか。 

★研究科における収容定員に対する在籍学生数比率が、博士前期（修士）課程で 0.50～2.00、博士後期（博士）課程で 0.33～2.00 の範囲か。  

★部局化された大学院研究科（※）における、収容定員に対する在籍学生数比率が、0.90～1.25 の範囲となっているか。※学際・融合研究科。 

② 入試の結果を振り返り、アドミッション・ポリシーの適切性を検証し、必要に応じて改善（アドミッション・

ポリシーの見直し、入試方式の変更、定員管理への反映等）を行っているか。 

③ 学生募集および入学者選抜の適切性を定期的に検証する組織を常設して、定期的にその適切性と公平性につ

いての検証を行っているか。 

④ 学生の受け入れの適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、そ

の検証プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

以下の数値により範囲内である（2019年秋入学含む）。 

 分子＝在籍学生数、分母＝収容定員 

修士 20/30=0.67 

博士 13/15=0.86 

大きく分けて、学部学生からの進級、外部からの留学生（私費留学及び JICA 関係留学生）、外部からの社会人

学生に分けられる。 

専攻会議において、常に入試結果の共有と今後の受入れ見込みに関して検討している。現時点では在籍学生人

数は適正であるため改善策に関しては議論が行われていない。（資料 5(2)-1・5(2)-2・5(2)-3） 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

専攻会議において、志願者、合格者の傾向を検証している。 

 

【問題点・課題】 

毎回の入試結果について、専攻会議で結果の議論を行っているものの、それ以外の定期的な検証は行っていな

い。 
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【将来に向けた発展方策】 

入試結果に基づいて、学生募集に関する方針を専攻会議で検証する。 

学内進学に関する情報を提供する。 

JICA 開発大学院連携プログラム、その他の留学生スキームを通じた受入れを今後とも目指す。 

 

【根拠資料】 

・資料 5(2)-1 東洋大学大学院学則 

・資料 5(2)-2 学生名簿_修士・博士前期（学内基本統計調査_2020.5.1 現在） 

・資料 5(2)-3 学生名簿_博士後期（学内基本統計調査_2020.5.1現在） 
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【基準６】教員・教員組織（その１） 

【点検・評価項目】 

（１） 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各研究科の教員組織の編制に関する方針を明示

しているか。 

（２） 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員組織を編制している

か。 

【評価の視点】 

（大学として求める教員像の設定：各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等） 

（各研究科等の教員組織の編制に関する方針：各教員の役割、連携のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化

等の適切な明示） 

（大学全体及び研究科・専攻ごとの専任教員数、適切な教員組織編制のための措置） 

① 研究科・専攻の目的を実現するために、教員組織の編制方針を明確にしているか。 

② 研究科、専攻の個性、特色を発揮するために、契約制外国人教員、任期制教員、非常勤講師などに関する方

針を明確にしているか。 

③ 各教員の役割、教員間の連携のあり方、教育研究に係る責任所在について、規程や方針等で明確にされてい

るか。 

④ 大学院設置基準に定められている研究指導教員および研究指導補助教員数を充足しているか。 

⑤ 大学院設置基準に定められている研究指導教員数の 2/3は教授となっているか（現教員数の 2/3 ではありません）。 

⑥ 研究科・専攻として、～29、30～39、40～49、50～59、60歳以上の各年代の比率が、著しく偏って

いないか。 

⑦ 教員組織の編制方針に則って教員組織が編制されているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： B：目標の達成が不十分＞ 

研究分野の構成については、随時検討し、新研究科の発足にあたって、分野構成を明確にした。また、2018

年度に教員組織の編成方針として明文化し、それに基づいて編成している（資料 6(1)-1）。 

年齢構成は 60 代が 5 名、50 代が 10 名、40 代が 6 名となっている。研究科担当の教員 21 名のうち 16

名が教授である。大学院設置基準に定められている教員数（研究指導教員及び研究指導補助教員）、教員数を満た

している（資料 6(1)-2・6(1)-3）。 

研究科の教育・関連業務にあたっては、年度ごとに研究科内委員を各人が担うことで連携をとるようにしてい

る（資料 6(1)-4）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

非常勤講師等の外部資源の活用は最低限とし、専任のマル合教員を主とした編成とし、研究科担当教員のほと

んどが研究科委員および D マル合教員として、責任体制の明確化を図っている。 
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【問題点・課題】 

年齢構成としては、50～59 及び 60 歳以上の教員が多くなっており、39 歳以下の教員比が小さい。 

 

【将来に向けた発展方策】 

教員採用時には、業績を重視しつつ、年齢にも配慮を行う。 

 

【根拠資料】 

・資料 6(1)-1 東洋大学大学院国際学研究科教員組織の編成方針 

・資料 6(1)-2 国際学研究科国際地域学専攻の教員紹介 

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/ggrs/mrds/mrds-professor/ 

・資料 6(1)-3 大学院担当教員一覧 

・資料 6(1)-4 研究内委員会名簿 
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【基準６】教員・教員組織（その２） 

【点検・評価項目】 

（１） ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の資質向上及び教

員組織の改善・向上に繋げているか。 

（２） 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に

向けた取り組みを行っているか。 

【評価の視点】 

（ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施、教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評

価とその結果の活用） 

（適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上） 

① 学部と連携を図り、教員活動評価等、教員の教育・研究・社会貢献活動の検証結果を有効に活用し、教員組

織の活性化に繋げているか。 

② 教員組織の適切性を検証するにあたり、責任主体・組織、権限、手続を明確にしているか。また、その検証

プロセスを適切に機能させ、改善に繋げているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

2019 年に初めて専攻独自の FD 活動として、カリキュラム検討会議を 10 月に実施した。 

専攻内の教員の科目担当、委員会業務の内容を毎年度、研究科長、専攻長が検討を行い、専攻会議および研究科

委員会で議論した上で、必要に応じて次年度の担当に反映させている（資料 6(2)-1・6(2)-2）。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

JICA 関係の留学生の受入れの増加が見込まれたために、留学生担当の教員数を増やした。 

教員活動評価の学科平均（研究科・専攻平均のデータは無いため）をもとに状況を共有するとともに、学生ア

ンケートから得られる情報を教員の教育活動の向上に活用している。 

 

【問題点・課題】 

必要に応じて、非対面授業・研究指導の実施にあたっての FD 活動を実施する必要がある。 

 

【将来に向けた発展方策】 

留学生を中心に遠隔での履修が円滑に進むように専攻内での情報共有をはかる。大学院としての研究・教育活

動により時間が割けるように業務の効率化を進めるとともに、マネジメント体制を構築する。 

 

【根拠資料】 

・資料 6(2)-1 国際学研究科委員会資料・議事録 

・資料 6(2)-2 【国際学研究科】FD・SD 活動報告書 
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その他 

【点検・評価項目】 

（１） 大学が推進している 3 つの柱を基盤とした教育・研究活動を行っているか。 

【評価の視点】 

（「哲学教育」「国際化」「キャリア教育」に基づく、研究科・専攻独自の取り組みを行っているか） 

① 哲学教育・国際教育・キャリア教育について、専攻の教育内容に合わせた取り組みを行っているか。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を踏まえ、現状説明を具体的に記載してください。 

【現状説明】 

＜評定： A：目標が達成されている＞ 

国際学研究科国際地域学専攻における実質的な選択必修科目である「リサーチスキル科目」を活用して、地域

のあるべき姿についての深い思考、また地域開発における倫理観の醸成を図ることができるよう、ワークショッ

プ形式の授業形式の中で講義構成を行っている。 

本専攻では、教員の指導の下、海外での学術調査への院生の同行を現在まで推奨している。 

 

【点検・評価項目】および【評価の視点】を通して、長所、問題点、将来に向けた発展方策を記載してください。 

【取り組みの特長・長所】 

国際地域学専攻における実質的な選択必修科目である「リサーチスキル科目」にあたる「調査手法演習 B」で

は、主に質的調査手法を習得する過程で、地域のあるべき姿についての深い思考、また地域開発における倫理観

の醸成を図ることを重視した教育を行っている。 

国際地域学専攻は JICA の長期研修生が多く、奨学金付きの留学生比率が高い（資料その他-1）。これは英語

のみで修了できるコースの設置の効果が大きい。また、2019 年度には短期海外招聘教授制度でインドネシア 

スブラスマレット大学の Dr.エルノイス ・アントリヤンダルティを４週間招聘し、2020 年度にはイギリス 

University College of London のマリー・ラル教授を 11 月に招聘予定である（資料その他-2・その他-3）。 

「国際地域応用学演習」では、JICA 海外協力隊で活動することにより単位が取得できることになっているこ

とから、キャリアと学術的な研究の有機的な連関がはかられている。 

主指導教員から随時インターンシップの紹介などを指導学生に行うように依頼するとともに、学内のイベント

への参加も奨励している。 

学長施策として、院生の海外への送り出しを活性化するために、国際観光学研究科及びイタリア・カメリーノ

大学と協働して、イタリア中部地震地域復興プロジェクトに学生を参加させた（資料その他-4）。 

 

【問題点・課題】 

英語トラック学生と日本語学生間の研究交流が一層図られることが望ましい。 

新型コロナウィルスの影響の下、JICA 海外協力隊学生の現地活動が中断、あるいは派遣が延期になったこと

で、修士論文執筆計画の見直しが必要となっている。 

また同時に JICA 長期研修生や、その他の留学生の来日も不透明な状況であることから、従来の研究交流が推

進されにくいことも想定される。 
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【将来に向けた発展方策】 

JICA 開発大学院連携プログラムやその他のスキームの留学生を積極的に受け入れていく。 

短期海外招聘教授制度で招聘も継続して実施していく。 

 

【根拠資料】 

・資料その他-1 学内統計調査 

・資料その他-2 2019 年度 東洋大学短期海外招聘教授制度報告書 

・資料その他-3 2020 年度 東洋大学短期海外招聘教授制度計画書 

・資料その他-4 学長施策 イタリア研修報告 

https://www.toyo.ac.jp/news/academics/gs/ggrs/Italytraining/ 
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